
日本医学会分科会事務局御中

平素より,本会の事業推進にご協力を賜りまして,誠にありがとうございます.

さて,令和4年6月23日付にて,厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課より,別添
の通り,ポリファーマシーに対する啓発資材の活用にっいて周知依頼がありましたので貴会
の会員各位に周知の程よろしくぉ願いします.

関連URLは下記の通りです.

htt s://WWW.mhlw.0.'/stgnew a e 26339.html

ポリファーマシーに対する啓発資材の活用にっいて(周知依頼)

なお,詳細は,厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課(担当:道家氏,電話:03-5253-11Ⅱ
(内2757))にお問い合わせ下さいますようぉ願い申し上げます.

2022年7月6日

日本医学会

本件の担当

日本医学会事務局高橋

03・3946・2121 (内 4260)

Fax 03・3942・6517

Tel



日本医学会御中

標記について、添付のとおり、各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課等宛て

に事務連絡を発出しましたので、会員及び関係者への周知にっきご配慮いただ

きますようぉ願いいたします。

ポリファーマシーに対する啓発資材の活用について

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課

事務連絡

令和4年6月23日

＼



衛生主管部(局)薬務主管課御中

薬事行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し

上げます。

高齢化の進展に伴い、加齢による生理的な変化や複数の併存疾患を治療する

ための医薬品の多邦拐艮用によって、安全性の問題が生じやすい状況にあること

から、平成29年4月に「高齢者医薬品適正使用検討会」(以下「検討会」とい

う。)を設置しました。そのような多斉明艮用の中でも害をなすものを特に「ポ

りファーマシー」と呼び、検討会において高齢者の薬物療法の安全確保に必要

な事項の調査・検討を進めています。

令和2年3月24日に広く国民の皆さまにポリファーマシーに対して関心を

持っていただくための啓発資材を一般社団法人くすりの適正使用協議会及び日

本製薬工業協会が作成し、厚生労働省ホームページ

(http.://WWW. mhlw. go.jp/.tf/nowp08e_10074. htmD に掲載いたしました。

今般、上記の啓発資材をわかりやすく表現した動画版が作成されましたの

で、同様に厚生労働省ホームページ

(https://W卯. mhlw. go. jp/.tf/newpa三e_26339. html)に掲載いたしました。
J

つきましては、国民に医薬品の情報提供を行う機会等におきまして、本啓発

資材及び本動画をご活用いただきますようぉ願い申し上げます。

ポリファーマシーに対する啓発資材の活用について

事務連絡

令和4年6月23日
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